
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和４年３月 

いすみ市 

第３次いすみ男女共同参画プラン 
 

～一人ひとりが尊重され活躍できる社会の実現をめざして～ 



 

 

 

  

                             

 

 

近年、少子高齢化の急速な進行や、家族や地域との関わりの希薄化など、私たちを取り巻く

社会情勢は大きく変化し、それに伴い、人々の価値観やライフスタイルも多様化しています。 

市ではこれまで第１次・第２次男女共同参画プランを策定し、男女が真に対等な市民として、

性別にかかわらず持てる力を発揮し、様々な場で男女共同参画や女性活躍の推進に努めてきま

したが職場や家庭、地域において女性が活躍できる環境整備はまだまだ不十分であり、課題は

数多くあると考えています。これまでの取組の成果を評価するとともに、様々な課題に的確に

対応し一人ひとりが尊重され活躍できる社会の実現をめざして「第３次いすみ男女共同参画プ

ラン」を策定いたしました。 

男女共同参画社会は、市民、事業者、家庭、職場、地域、行政それぞれが連携し、お互いを

認め合い、その役割を発揮することが重要です。本プランを総合的かつ計画的に推進し、多く

の市民の皆様が男女共同参画に対する理解を深めていただき、住みよい地域社会を実現したい

と思います。行政も「幸せ、安心、笑顔あふれるまち いすみ」に向けて取り組んでまいりま

す。今後も、引き続き皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

結びに、市民の皆様には、アンケートなどにより貴重なご意見をいただきましたことに感謝

を申し上げますとともに、策定にあたり熱心に審議していただきましたいすみ男女共同参画プ

ラン推進懇話会委員の皆様に心より御礼を申し上げます。 

 

 

 

 

令和４年３月 

いすみ市長 太田 洋 
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第１章 プランの基本的な考え方 
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 わが国においては、平成 27 年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活

躍推進法」という。）が、平成 30 年に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が、平成

31 年に「働き方改革関連法」が施行され、男女共同参画社会への法整備が進められてきました。 

しかしながら、未だに女性が自らの意思で社会のあらゆる分野において活動できる環境とはいえず、男

性の家事・育児分野への参画も定着していないなど、誰もが個性と能力を十分に発揮できる社会を構築

するには多くの課題があります。 

 2015 年 9 月、国連サミットにおいて、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指すため「持続可

能な開発目標」（Sustainable Development Goals）（以下「SDGs」という。）が採択されました。SDGs

は 17 のゴール・169 のターゲットから構成され、17 のゴールの１つとして、「ジェンダー平等の実現」

が掲げられています。「ジェンダー平等の実現」は国際社会のめざす「誰一人取り残さない」社会の実現

のため必要不可欠な要素です。 

本市では、男女共同参画社会の実現のため、平成 24 年に「いすみ男女共同参画プラン」を、平成 29 年

に「第２次いすみ男女共同参画プラン」を後継計画として策定し、さまざまな分野における情報提供や、

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及促進、子育て・介護への支援等に重点的に取り組

んできました。 

男女共同参画社会の実現に向け、本市においても国及び県の方向性や男女共同参画をめぐる社会情勢、

令和３年７月に実施した『男女共同参画に関する市民アンケート』（以下「市民アンケート」という。）に

よる市民の意識やニーズ、関係機関の意見に基づき「第３次いすみ男女共同参画プラン」（以下「本プラ

ン」という。）を策定し、取組を推進していきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本プランは、男女共同参画社会基本法に基づくいすみ市の計画です。また、女性活躍推進法第６条第２

項及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「ＤＶ防止法」という。）第２条

    プランの基本的な考え方 第１章 

 

 

２ プランの位置づけ 

１ プラン策定の趣旨 
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の３第３項の規定に基づく本市における推進計画としても位置付けます。 

なお、本プランは、国や県の男女共同参画計画の基本的な考え方や、平成 30 年３月策定の第２次いす

み市総合計画を勘案し、男女共同参画社会の実現に向け、基本目標や施策等を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本プランは、令和４年度から令和８年度までの５年間を計画期間とします。 

 ただし、この期間においても国や県をはじめ社会情勢の変化に柔軟に対応し、政策を効果的に進める

ために、必要に応じて本プランの見直しを行います。 

 

 

 

 男女共同参画社会基本法は、「男女の人権の尊重」、「社会における制度又は慣行についての配慮」、「政

策等の立案及び決定への共同参画」、「家庭生活における活動と他の活動の両立」、「国際的協調」を理念に

掲げています。 

 この理念を前提とし、本プランでは、「一人ひとりが尊重され活躍できる社会の実現をめざして」を基

本理念とします。 

 

 

 

基本理念に基づき、次の３つの基本目標を定め、施策を展開します。 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり 

基本目標Ⅱ あらゆる分野で男女がともに活躍できる社会づくり 

基本目標Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる環境づくり  

 

 

 

いすみ市 
第２次総合計画 

国の計画 第５次男女共同参画基本計画 

県の計画 第５次千葉県男女共同参画基本計画 
 

第３次いすみ男女共同参画プラン 

いすみ市        

女性活躍推進計画 

いすみ市        

DV対策基本計画 

いすみ市   

第２次総合計画 
市民アンケート 

パブリックコメント 

３ プランの期間 

４ プランの基本理念 

５ プランの基本目標 
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第２章 プランの具体的な取組 
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プランの具体的な取組 第２章 

基本目標 基本的課題 

Ⅰ 男女共同参画 
社会の実現に 
向けた 
基盤づくり 

Ⅱ あらゆる分野で 
男女がともに 
活躍できる 
社会づくり 

Ⅲ 誰もが安全・ 
安心に暮らせる 
環境づくり 

１ 人権の尊重 

２ 男女共同参画 
意識の醸成 

① 固定的性別役割分担意識の変容 
② 教育を通じた男女共同参画の意識改革 

① 人権尊重の意識づくり 

１ 政策・方針決定 
過程への女性の 
参画拡大 

２ 地域における 
男女共同参画 

３ 家庭における 
男女共同参画 

４ 就業の場に 
おける 
男女共同参画 

① 審議会等への女性委員の登用促進 
② 女性の管理職等への登用 

① 市民協働による男女共同参画の推進 
② 地域創生における男女共同参画の推進 

① 家庭における男女共同参画意識の浸透 
② 子育て環境・介護環境の整備 

① ワーク・ライフ・バランスの推進 
② 女性活躍のための環境整備 

１ あらゆる暴力の
根絶 

２ 防災分野 
における 
男女共同参画 

３ 安全・安心な 
暮らしの実現 

① 配偶者等からの暴力等防止及び相談・ 
支援体制の充実 

② ハラスメント等防止対策の推進 

① 男女共同参画の視点を生かした防災の取組 

① 生涯を通じた心身の健康づくり 
② さまざまな困難を抱える人への支援の充実 

一
人
ひ
と
り
が
尊
重
さ
れ
活
躍
で
き
る
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て 

基本理念 施策の方向 

いすみ市女性活躍推進計画 

いすみ市ＤＶ対策基本計画 

 
プランの体系 
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第３章 プランの施策の内容
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基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり 

 

１ 人権の尊重 

 

【現状と課題】 

 男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的

利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。男性・女性という性による差別化

に由来する固定観念や偏見を否定し、作られたイメージではなく、男女ともに個人として尊重され、そ

の個性を生かしながら、あらゆる活動に参画し、男女がともに活躍できる社会の実現が求められていま

す。 

 本市では、男女が互いに人権を尊重しつつ責任も喜びも分かち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいきます。 

 市民アンケートにおいて、「男女の地位」について尋ねたところ、『学校教育』では 62.3％の人が「平

等になっている」と回答した一方で、『慣習・しきたり』、『政治や行政』では「平等になっている」と

回答した人はおよそ 15％であり、「男性の方が非常に優遇されている」と「どちらかといえば男性の方

が優遇されている」を合わせた回答（以下「男性の方が優遇されている」という。）は 70％を超えてい

ました。（８ページ 図１）依然として性別による偏りが見受けられ、男女共同参画意識が社会全体に十

分浸透しているとは言えない状況です。 

 男女共同参画社会の実現において基盤となる、人権の尊重の意識を持つことが重要ですが、近年、ス

マートフォンの普及により、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等インターネット上

での誹謗・中傷、いじめなど新たな人権問題も顕在化しています。子どもたちが有害な情報に接したり

犯罪やトラブルに巻き込まれたりすることにもつながる恐れがあります。子どもの人権や豊かな成長が

守られるよう子どもたちを取り巻く環境の浄化に努めていく必要があります。 

 男女共同参画社会の実現のため、人権尊重の意識や男女平等の意識が、市民、地域団体、市民活動団

体、事業者等に浸透し、定着するよう情報発信や講演会、研修会を通じて意識の変容を促していくこと

が必要です。 

  

 

【計画の指標】 

計画の指標 
近況値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

「社会全体」における男女の地位の平等意識 

「平等になっている」と思う人の割合 
15.0％ 30.0％ 

「市民アンケート」 

プランの施策の内容 第３章 
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《施策の方向》 

①人権尊重の意識づくり 

 人権尊重、男女共同参画意識の醸成のため講演会・セミナーなどへの積極的な参加の啓発を推進しま

す。また、パンフレット等を作成、配付し、人権の尊重意識、男女共同参画意識の浸透に努めます。 

 

事業内容 担当課 

人権及び男女共同参画に関する相談窓口の周知 
総務課 

企画政策課 

男女共同参画に関する意識啓発、講演会やセミナーの実施 企画政策課 

男女共同参画に関するパンフレットの作成・周知 企画政策課 

人権侵害防止のためのＳＮＳ等の適切な利用等に関する広報啓発 
企画政策課 

学校教育課 

 

（図１）男女の地位について

 
「市民アンケート」 

8.9%

9.8%

20.4%

2.7%

8.6%

23.6%

12.3%

14.1%

42.3%

45.2%

51.7%

12.5%

36.3%

47.1%

38.6%

54.8%

35.2%

25.3%

15.6%

62.3%

35.8%

15.3%

28.7%

15.0%

4.8%

3.1%

2.1%

2.8%

6.2%

1.9%

4.2%

3.6%

1.0%

0.4%

0.1%

0.9%

1.0%

0.3%

1.3%

1.0%

7.6%

16.0%

10.0%

18.7%

11.9%

11.6%

14.7%

11.3%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

家庭生活では

地域では

慣習・しきたり等では

学校教育では

職場では

政治や行政では

法律や制度では

社会全体として

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答
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２ 男女共同参画意識の醸成 

 

【現状と課題】 

 これまでの経験や積み重ねで形成された慣習・しきたり等は時として男女共同参画社会の形成を阻害

するものとなるおそれがあります。近年、社会における男女の生き方は多様化しているため、あらゆる

機会をとらえて意識啓発を行い、また男女に対して偏りのある影響を及ぼす慣習・しきたり等を見直し

ていく必要があります。 

 男女平等意識を醸成していくためには、子どもの頃から男女共同参画の視点に立った教育や、性別に

とらわれないキャリア形成などについて学ぶことが重要です。人権や多様性を大切にした教育により自

分らしさを認めることができ、また多様な価値観、多様な生き方があることを知ることで将来の選択の

幅が広がります。 

市民アンケートにおいて「男は仕事、女は家庭」という考え方について尋ねたところ、「賛成であ

る」と「どちらかといえば賛成である」を合わせた回答（以下、「賛成」という。）が 27.5％、「反対で

ある」と「どちらかといえば反対である」を合わせた回答（以下「反対」という。）が 56.5％でした。

（10 ページ 図２）前回、平成 28 年度に実施した市民アンケート結果と比較すると、今回は「賛成」

が 6.3 ポイント減少し、「反対」が 8.2 ポイント増加していました。性別によって役割が決まるのではな

く、性別にかかわらず自分らしく生きることができる社会の実現が求められています。 

 男女共同参画社会の実現においては、市民一人ひとりの意識の変容が必要です。これまでの経験や見

聞きしたことから形成されたアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）による決めつけや押しつ

けの言動をしていないか自分自身と対話し、相手を尊重する姿勢を持つことが重要です。 

 

【計画の指標】 

計画の指標 
近況値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

固定的性別役割分担意識 

「男は仕事、女は家庭」という考え方に賛成する人

の割合 

27.5％ 20.0％ 

「市民アンケート」 

 

《施策の方向》 

①固定的性別役割分担意識の変容 

 性別や固定観念にとらわれない一人ひとりの希望に沿った生き方ができるよう、固定的性別役割分担

意識の解消やアンコンシャス・バイアスの認知・理解を推進します。 

 

事業内容 担当課 

固定的性別役割分担意識の解消やアンコンシャス・バイアスに関する職員研修

の実施 
企画政策課 

広報紙や市のホームページを活用した男女共同参画に関する啓発活動の推進 企画政策課 
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②教育を通じた男女共同参画の意識改革 

 学校教育を通じて、人権の尊重や男女の平等、多様性・相互理解と協力の視点に立って、男女共同参

画の浸透を図り、男女の平等意識をより一層高めるよう一人ひとりの自分らしさを大切にし、発達段階

に応じた指導を進めます。 

 

事業内容 担当課 

子どもの発達段階に応じた人権尊重・男女平等教育の推進 
学校教育課 

生涯学習課 

ジェンダーや性の多様性に関する理解、男女平等に関する教育の充実 
学校教育課 

生涯学習課 

児童・生徒の将来の職業選択に関する教育・学習の充実 
学校教育課 

生涯学習課 

互いを尊重し、男女が協力する指導・教育の充実 
学校教育課 

生涯学習課 

教育関係者に対する人権や男女共同参画の教育の充実 
学校教育課 

企画政策課 

生涯学習機会の充実 生涯学習課 

 

 

（図２）「男は仕事、女は家庭」という考え方について 

 
       「市民アンケート」  

1.7%
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2.7%

18.8%

31.8%

24.8%

35.6%

26.4%

31.4%

27.6%

22.2%

25.1%

15.7%

14.1%

15.0%

0.6%

1.6%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女

男

全体

賛成である どちらかといえば賛成である どちらかといえば反対である

反対である わからない 無回答
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基本目標Ⅱ あらゆる分野で男女がともに活躍できる社会づくり 
 

 

※この目標は、女性活躍推進法第６条第２項に基づく市町村推進計画と位置付けます。 

 

１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

 

【現状と課題】 

 政策・方針決定過程に男女が参画する機会が確保されることは、男女がともに喜びも責任も分かつべ

き男女共同参画社会の基盤となるものです。 

 世界経済フォーラム（World Economic Forum）が 2021 年３月に「The Global Gender Gap Report 

2021」を公表し、各国の男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数を発表しました。「経済」「政治」

「教育」「健康」の４つの分野のデータから指数が作成され、日本は 156 か国中 120 位でした。国会議

員や官僚、企業の管理職などの男女格差が大きいことが要因となっています。 

 いすみ市では、第２次いすみ男女共同参画プランの数値目標として、令和３年度までに地方自治法第

180 条の 5 及び第 202 条の３に基づく委員等における女性の登用率の向上を掲げてきました。いずれも

平成 28 年度と比較すると微増していますが、目標値には届いていない状況です。社会情勢が大きく変

化する中、持続可能で多様性に富んだ社会を形成するためには、女性をはじめとする多様な視点の反映

が必要です。男女がともに幅広い分野で活躍することができるよう引き続き政策・方針決定過程におけ

る女性の参画拡大について積極的に働きかけていく必要があります。 

 

 

【計画の指標】 

計画の指標 
近況値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

地方自治法第 180 条の５に基づく委員会※1 等におけ

る女性の登用率 
7.7％ 10％ 

地方自治法第 202 条の３に基づく委員会※2 等におけ

る女性の登用率 
21.8％ 30％ 

  「企画政策課資料」 

※1「教育委員会」「選挙管理委員会」「人事委員会」「監査委員会」「農業委員会」「固定資産評価審査委員会」。 

※2 市が条例で定めた 22 の附属機関。（「防災会議」「介護認定審査会」「地域審議会」等。） 

  

いすみ市女性活躍推進計画 
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《施策の方向》 

①審議会等への女性委員の登用促進 

 多様な視点を反映させるため、市の政策・方針決定過程への女性の参画拡大に取り組みます。 

 

事業内容 担当課 

各種審議会等への女性の積極的な登用の推進 
関係各課 

企画政策課 

 

②女性の管理職等への登用 

 「いすみ市特定事業主行動計画」に基づき、性別にかかわらず、適切な人事管理を行う中で、女性の

管理職への登用を促進します。 

 

事業内容 担当課 

女性職員の外部研修への派遣や人材育成 総務課 

女性職員のキャリア形成支援 総務課 
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２ 地域における男女共同参画 

 

【現状と課題】 

 近年の災害の激甚化や、一人暮らし世帯・高齢者世帯の増加により、豊かで活力のある持続可能な地

域づくりを推進するためには、地域での支えあいやコミュニティづくりの必要性がより高まってきてい

ます。地域でのコミュニティの強化を図るためには、男性・女性を問わず、個性と能力を地域の場で発

揮することが一層求められます。 

市民アンケートでは、『地域』における男女の地位について「平等になっている」と回答した人の割

合は 25.3％で、「男性の方が優遇されている」と回答した人の割合は 55.0％に及んでおり、依然として

男性優位と感じている人が多い傾向にあります。（８ページ 図１） 

 方針決定を行う会長等の職の多くは、男性が担う傾向がみられる中、一人ひとりが活躍でき、活力あ

る地域づくりには、女性の積極的な参画が必要です。 

 男女が共にまちづくりに参画し、意見が反映されるよう、地域においても男女共同参画の環境づくり

が重要です。 

 

 

【計画の指標】 

計画の指標 
近況値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

「地域」における男女の地位の平等意識 

「平等になっている」と思う人の割合 
25.3％ 35.0％ 

「市民アンケート」 

 

《施策の方向》 

①市民協働による男女共同参画の推進 

 誰もが暮らしやすいまちづくりを進めるには、男女が対等な立場で協力し合う、男女共同参画の視点

が必要不可欠です。自治会活動や、ＰＴＡ、まちづくり活動、ボランティア活動など地域に根差した身

近な活動において男女共同参画の意識が浸透することで、地域コミュニティが活性化し、誰もが自分ら

しく生きることができるまちづくりにつながります。地域活動の中での男女共同参画を促進するため、

情報の収集・提供及び意識啓発に努めます。 

 

事業内容 担当課 

地域活動への参加の契機となる情報提供や学習機会の提供 企画政策課 

ＮＰＯ・ボランティア団体等地域で活動する各種団体に関する情報提供 
企画政策課 

水産商工観光課 
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②地域創生における男女共同参画の推進 

 地域の課題の解決や活性化に向けた取組には、一人ひとりが持っている知識や経験・能力を十分に生

かせるような環境づくりが必要です。持続可能で誰もがいきいきと活躍できるまちづくりを推進するた

めには、男性・女性それぞれの多様な視点や意見を反映させられるよう市民の積極的な参画が重要で

す。 

 

事業内容 担当課 

地域活動への女性の積極的な参加の推進 
企画政策課 

水産商工観光課 

地域創生関連審議会等における女性委員の積極的な登用 

企画政策課 

企業誘致・魅力づくり室 

農林課 

水産商工観光課 
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３ 家庭における男女共同参画 

 

【現状と課題】 

 長い年月をかけて形成されてきた固定的な性別役割分担意識により、日常の家事は未だにその役割の

多くを女性が担っているのが現状です。 

 一方、男性の多くは仕事中心の生活となり、家事や育児への関わりが希薄となる傾向があります。 

市民アンケートにおいて、既婚の男女に「日常生活の家事分担」について尋ねたところ、11 項目中７

項目で「妻が中心」という回答が最も多くなっていました。（16 ページ 図３） 

前回、平成 28 年度に実施した市民アンケートと比較すると、「妻が中心」という回答割合はわずかに

減少していましたが、依然として多くの家事を女性が担っているという結果となりました。 

家庭での喜びや責任を男女がともに担うためには、無意識に思い込んでいる固定的な性別役割分担意

識を認識し、解消していくことが重要です。それぞれの家庭の形にあったライフスタイルを確立できる

よう、子育てや介護支援の充実、また企業・事業所等と連携し、労働時間の短縮や育児休業等の休暇制

度の普及を推進していくことが求められています。 

 

 

【計画の指標】 

計画の指標 
近況値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

「家庭」における男女の地位の平等意識 

「平等になっている」と思う人の割合 
35.2％ 50.0％ 

 

 

《施策の方向》 

①家庭における男女共同参画意識の浸透 

 男性が家事・育児・介護などに取り組めるよう環境づくりを進めるとともに、学習機会や情報提供な

どを通じ、家庭における男女共同参画を促進します。 

 

事業内容 担当課 

妊娠・出産・育児について父母が学習できる機会の提供 
子育て支援課 

健康高齢者支援課 

男性の家事・育児等の学習機会の充実 
企画政策課 

子育て支援課 

市役所内男性職員の育児休業取得の推進 総務課 
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②子育て環境・介護環境の整備 

 仕事と子育て等の両立を支援し、安心して働くことができるよう子育て支援や相談機能の充実を図り

ます。 

 

事業内容 担当課 

乳児保育・延長保育・一時保育・休日保育等のサービスの充実 子育て支援課 

子育て支援センターの活用 子育て支援課 

子育てヘルパー派遣等の充実 子育て支援課 

子育て相談ワンストップ事業の実施 子育て支援課 

放課後児童クラブの充実 子育て支援課 

介護・医療等総合相談事業の実施 健康高齢者支援課 

家族介護支援事業の実施 健康高齢者支援課 

育児・介護休業制度の利用促進のための啓発 総務課 

 

（図３）「日常の家事の実際の分担について」 

「市民アンケート」 
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４ 就業の場における男女共同参画 

 

【現状と課題】 

 就業は、経済的な基盤となるだけでなく、社会貢献や自己実現の手段にもなり得ます。男女を問わ

ず、働きたい人が能力を十分に発揮し、いきいきと働くことができる環境づくりは地域社会、地域経済

の活性化や個人の幸福に重要な意義があります。男女雇用機会均等法や女性活躍推進法などの法律が整

備され、女性の働く環境は改善されつつありますが、雇用における待遇や、管理職等への登用などの男

女格差は依然として解消されていない側面もあります。就業の場においても、男女が均等な機会を与え

られ、意欲と能力に応じて均等な待遇を受けられるなど性別を理由とした差別をなくし、安心して働く

ことができる職場環境の確保が大切です。 

市民アンケートにおいて、「職場における男女の扱い」について尋ねたところ、前回、平成 28 年度に

実施した市民アンケート結果と比較すると「平等になっている」という回答割合は高くなっています

が、項目別に見ると『管理職等への登用』については「男性の方が優遇されている」という回答が

44.0％と男性優位と感じている人が多く見受けられました。（18 ページ 図４） 

働く場において女性の活躍を推進するために、長時間労働の見直しやワーク・ライフ・バランスの実

現など、新たな働き方に対応する職場環境の整備が求められています。仕事、家庭生活や地域・個人の

活動などバランスのとれた豊かな生活を送ることができるよう、企業・事業所等と連携し取組を進めて

いくことが重要です。 

また、結婚・出産に当たる年代にいったん低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するという「Ｍ

字カーブ問題」の解消など、女性の就労継続や再就職支援などの事業の展開に取り組む必要がありま

す。（18 ページ 図５） 

市民アンケートの結果からも、結婚・出産後も働き続けるためには、「育児休業や短時間制度等の仕

事と家庭の両立のできる制度を充実させることが必要」という回答が最も多いことから行政と企業・事

業所等が一体となり、制度構築や普及、啓発に努めることが重要となります。（19 ページ 図６） 

 

 

【計画の指標】 

計画の指標 
近況値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

「職場」における男女の地位の平等意識 

「平等になっている」と思う人の割合 
35.8％ 50.0％ 

「市民アンケート」 
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（図４）「職場における男女の扱い」について 

 
 「市民アンケート」 

 

（図５）女性の年齢階級別労働力率の推移 

「平成 27 年度国勢調査」 
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17.9%

15.9%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

募集や採用

賃金

昇進・昇給

管理職への登用

仕事の内容

教育訓練・研修

退職・解雇

福利厚生

休暇の取得

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答

14.3

67.0

82.9 78.4 78.3
81.2 82.7

78.9

72.8

48.0

16.3

69.2 81.1

71.3
69.1

72.7

75.9

74.5

67.3

49.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

いすみ市

千葉県

(%)
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（図６）「結婚・出産後も働き続けるために必要なことは」 

  「市民アンケート」 

 

《施策の方向》 

①ワーク・ライフ・バランスの推進 

 仕事、家庭生活、地域生活などの調和がとれた希望する生き方を選択できるよう、長時間労働の見直

しや多様な働き方ができる職場環境づくりを企業・事業所等とともに推進します。また、ワーク・ライ

フ・バランスの推進に向け、子育て支援や介護支援サービスのさらなる充実を図ります。 

 

事業内容 担当課 

企業・事業所等と連携したワーク・ライフ・バランスに関する啓発 
総務課 

水産商工観光課 

育児・介護休業制度取得の促進 総務課 

乳児保育・延長保育・一時保育・休日保育等のサービスの充実 子育て支援課 

介護・医療等総合相談事業の実施 健康高齢者支援課 

家族介護支援事業の実施 健康高齢者支援課 

 

 

 

25.3%

16.2%

55.0%

72.5%

39.5%

49.8%

2.7%

0.6%

1.0%

23.8%

18.0%

48.9%

67.8%

36.7%

48.9%

3.5%

1.3%

1.6%

26.5%

14.6%

60.2%

76.5%

42.0%

50.6%

1.9%

0.0%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

賃金の男女格差を改める

昇進・昇格の男女格差を改める

残業や休日出勤ができないことで不利益な扱いをしない

育児休業や短時間制度等の仕事と家庭の両立ができる制

度を充実させる

男性の家事・育児・介護等への参加を促すための啓発を

する

結婚・出産・介護等の都合で退職した女性のための再雇

用制度を普及、促進する

その他

わからない

無回答

総計 男 女
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②女性活躍のための環境整備 

 女性が活躍できるフィールド拡大のため、地域の主要産業である農業・漁業も含めた女性の起業を応

援し、地域経済の活性化を図るとともに結婚・出産を機に退職した女性の再就職支援のため子育て環境

の整備や多様な働き方の啓発に努めます。 

 

事業内容 担当課 

起業支援事業の実施・充実 企画政策課 

関係機関と連携した就労相談窓口の周知 水産商工観光課 

農業・漁業分野における女性の活躍の推進 
農林課 

水産商工観光課 

乳児保育・延長保育・一時保育・休日保育等のサービスの充実 子育て支援課 

介護・医療等総合相談事業の実施 健康高齢者支援課 

家族介護支援事業の実施 健康高齢者支援課 

 

 

（参考）ワーク・ライフ・バランスの希望と現実 

 
「市民アンケート」 

 

※ここでの「家庭生活」は、『家族と過ごすこと、家事、育児、介護等』を指し、「地域活動・個人の活動」は『地域・社

会活動（ボランティア活動、社会参加活動、付き合い等）、学習・研究（学業も含む）、趣味、娯楽、スポーツ等』を指

します。  

33.2%

4.6%

14.4%

20.8%

2.9%

4.9%

28.2%

28.5%

3.8%

2.2%

2.9%

8.3%

10.0%

26.2%

4.6%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現実

希望

「仕事」を優先

「家庭生活」を優先

「地域活動・個人の活動」を優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「地域活動・個人の活動」をともに優先

「家庭生活」と「地域活動・個人の活動」をともに優先

「仕事」と「家庭生活」と「地域活動・個人の活動」ともに大切

わからない
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基本目標Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる環境づくり 
 

  

※この目標は、ＤＶ防止法第２条の３第３項に基づく市町村基本計画と位置付けます。 

 

１ あらゆる暴力の根絶 

 

【現状と課題】 

 配偶者等からの暴力（以下「ＤＶ」という。）は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。身

近に起こり得るＤＶ、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、児童虐待、高齢者虐待等は被

害者の多くが誰にも相談できず、被害が表面に出にくいことから、その深刻さが社会的に十分理解され

ていません。 

市民アンケートによると 10 人あたり 1.2 人の人が「ＤＶを受けたことがある」と回答しています。

（21 ページ 図７）性別でみると、男性は 9.3％、女性は 14.9％と、女性の方が割合はやや高くなって

います。「暴力・暴言を受けたことがある」と回答したうちのおよそ半数の人は「どこ（誰）にも相談

しなかった」と回答しています。（22 ページ 図８）相談しなかった理由としては、「相談しても無駄だ

と思ったから」「自分さえ我慢すれば、何とかこのままやっていけると思ったから」が上位を占めてい

ます。（22 ページ 図９） 

ＤＶは当事者間の個別の問題ではなく、男女共同参画を阻害する社会問題としてとらえ、加害者にも

被害者にもならないよう、あらゆる暴力を根絶するためさまざまな機会を通じての意識啓発を行ってい

く必要があります。被害を受けた人が、一人で悩みを抱えることなく相談することができるよう相談窓

口の周知や相談体制の強化を図っていく必要があります。 

 

【計画の指標】 

計画の指標 
近況値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

「ＤＶ防止法」の認知度 19.6％ 30％ 

ＤＶを受けたことがある人の割合 12.3％ 減少を目指す 

「市民アンケート」 

 

（図７）「ＤＶを受けたことがある」と回答した人の割合 

「市民アンケート」 

12.3%

9.3%

14.9%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

総計

男

女

いすみ市ＤＶ対策基本計画 
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（図８）ＤＶ被害の主な相談先 

「市民アンケート」 

（図９）相談しなかった理由 

 
「市民アンケート」 

50.0%

62.5%

25.0%

22.5%

10.0%

12.5%

2.5%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

7.5%

87.5%

75.0%

37.5%

25.0%

6.3%

12.5%

0.0%

6.3%

12.5%

6.3%

0.0%

6.3%

25.0%

54.2%

16.7%

20.8%

12.5%

12.5%

4.2%

20.8%

8.3%

4.2%

0.0%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分さえ我慢すれば、何とかこのままやっていけると

思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

世間体が悪いから

そのことについて思い出したくなかったから

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、もっと

ひどい暴力を受けたりすると思ったから

どこ（誰）に相談してよいのかわからなかったから

相談すると、担当者の言動で自分が不快な思いをすると

思ったから

その他

総計 男 女

48.2%

3.6%

2.4%

4.8%

3.6%

25.3%

34.9%

2.4%

7.2%

55.2%

0.0%

0.0%

3.4%

3.4%

27.6%

20.7%

3.4%

6.9%

44.4%

5.6%

3.7%

5.6%

3.7%

24.1%

42.6%

1.9%

7.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

どこ（誰）にも相談しなかった

警察に連絡・相談した

公的な相談機関や電話相談窓口に相談した

民間の機関（弁護士等）に相談した

医師・カウンセラーに相談した

家族に相談した

友人・知人に相談した

その他

無回答

総計 男 女
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（参考）受けたＤＶ被害 

 「市民アンケート」 

 

 

《施策の方向》 

①配偶者等からの暴力等防止及び相談・支援体制の充実 

 ＤＶをはじめ、ハラスメント、虐待等あらゆる暴力を防止するため、意識啓発や予防啓発を行いま

す。また、被害者の相談窓口の周知や充実を図り、安心して相談でき、必要な支援を適切に受けられる

よう関係職員に対しては研修などを通じて資質の向上を図ります。 

 

事業内容 担当課 

ＤＶや児童・高齢者・障がい者等に対する虐待の相談体制について周知・徹底

及び庁内の連携・迅速かつ適切な対応 

福祉課 

子育て支援課 

市民課 

健康高齢者支援課 

学校教育課 

広報紙・ホームページ等を利用したＤＶや虐待防止に関する周知 

福祉課 

子育て支援課 

健康高齢者支援課 

38.6%

36.1%

34.9%

50.6%

26.5%

21.7%

10.8%

9.6%

2.4%

22.9%

20.5%

15.7%

7.2%

6.0%

1.2%

7.2%

4.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

殴る、蹴る、平手で打つ、首をしめる

物を投げる

何を言っても無視する

口汚くののしる

脅す

恥をかかせる

生活費を渡さない

金銭的自由を与えない

外で働くことを禁ずる、仕事を無理やりにやめさせようとする

人間関係・行動を監視する

家族や友人との付き合いを制限する

電話や手紙を細かくチェックする

性的行為の強要

避妊に協力しない

ポルノを無理やり見せる

その他

無回答



 

24 

 

事業内容 担当課 

ＤＶや虐待に関するチラシ等の配付による情報提供 

福祉課 

子育て支援課 

健康高齢者支援課 

ＤＶや児童・障がい者への虐待について相談体制やシェルター・施設等への

避難など緊急的対応の充実 

○女性サポートセンター（中核的配偶者暴力相談支援センター） 

○夷隅健康福祉センター（地域配偶者暴力相談支援センター） 

○千葉県男女共同参画センター（地域配偶者暴力相談支援センター） 

○警察 

○病院 

○児童相談所 

○中核地域生活支援センター 

○民間シェルター 

○社会福祉施設等関係機関との連携の強化 

福祉課 

 

 

②ハラスメント等防止対策の推進 

 セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなどのハラスメント行為は、家庭や学校、地域、職

場などあらゆる場面で発生する可能性があり、だれもが被害者となる恐れがあります。身近な生活空間

で安心して暮らしていけるよう、あらゆるハラスメント行為を未然に防止するため、意識啓発のセミナ

ーなどを実施し、ハラスメントを根絶する機運を醸成します。 

 

事業内容 担当課 

ハラスメントの防止に向けた啓発や情報提供 

総務課 

福祉課 

子育て支援課 

健康高齢者支援課 

ハラスメント相談員の設置 総務課 
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２ 防災分野における男女共同参画 

 

【現状と課題】 

 東日本大震災では、避難所での生活の長期化が余儀なくされる中、プライバシーの侵害や女性・子ど

もに対する暴力等、さまざまな問題が明らかとなりました。避難所では、高齢者、障がい者、乳幼児・

子ども、妊産婦、ＬＧＢＴ等性的マイノリティの人々など様々な事情を持つ不特定多数の人が集団で生

活することになります。避難所運営には、誰もが安心して生活できるよう、多様な視点を取り入れ、多

様なニーズに対応することが求められています。そのため、意思決定の場には、男性だけでなく女性も

参画することが不可欠です。 

また、近年、大規模な災害が頻発しているため、防災・災害対策への関心が高まっています。防災・

災害対策についての啓発を実施するとともに、地域においても平常時からあらゆる年代の男女が地域活

動に参画することで顔の見える関係づくりを行い、地域力を高めることが重要です。また、地域赤十字

奉仕団等、地域ボランティアの方々の女性の視点を生かして有事に備える体制を構築していくことが必

要となります。 

男女がともに積極的に地域活動や防災活動に参画することで災害時の減災につながります。防災分野

における男女共同参画の視点の必要性について、理解を促すことが大切です。 

 

 

【計画の指標】 

計画の指標 
近況値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和８年度） 

地域活動の委員（行政協力員・防災会議・消防団

員）における女性の比率 
４.7％ 10％ 

「企画政策課・危機管理課資料」 

 

《施策の方向》 

①男女共同参画の視点を生かした防災の取組 

 災害用備蓄品の準備など、日頃の防災対策に男女の視点を生かし、避難所運営には男女それぞれの異

なったニーズを把握し、誰もが安心して過ごせる環境づくりを目指します。 

 

事業内容 担当課 

男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の必要性の周知・充実 
危機管理課 

企画政策課 

自主防災組織の育成 危機管理課 

地域における避難訓練の実施 危機管理課 
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３ 安全・安心な暮らしの実現 

 

【現状と課題】 

 男女共同参画社会の実現のためには、生涯にわたって心身ともに健康であり、男女が互いに身体的特

性を十分に理解し合い、人権を尊重しながら相手を思いやって生きていくことは重要な要素となってい

ます。それぞれのライフステージに応じた健康支援を行っていくために、年代に応じた健康相談や健康

診査の充実を図ることが重要です。 

高齢化が進む中、高齢者や障がいを持つ人など一人ひとりが自分らしく豊かな生活を送れるよう、さ

まざまな支援や相談体制を確立させていくことが重要です。また、ひとり親家庭や貧困等生活上困難を

抱える人に必要な支援が行き届くよう包括的な支援・相談体制の充実を図っていく必要があります。 

さらに、昨今新たな人権問題として、ＬＧＢＴ等性的マイノリティに対する偏見や差別により、生活

上さまざまな困難に直面しているという問題が顕在化しています。 

誰もが安全・安心に暮らせる地域社会を実現するためには、性別にかかわりなく一人ひとりの個性と

多様性が尊重され、それぞれの能力を発揮することできる環境づくりが必要です。誰もが居場所と役割

をもってつながり、生涯を通じて健康でアクティブに活躍することができる住みやすいまちを目指し、

取組を進めていくことが重要です。 

 

 

【計画の指標】 

計画の指標 
近況値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和８年度） 

国保加入者の特定健康診査受診率 29.2％ 60.0％ 

子宮頸がん検診延べ受診率 20.6％ 30.0％ 

乳がん検診延べ受診率※ 22.6％ 30.0％ 

「市民課・健康高齢者支援課資料」 

※乳がん検診延べ受診率の近況値は、令和３年度の数値 
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《施策の方向》 

①生涯を通じた心身の健康づくり 

 人生 100 年時代を迎え、生涯を通じて健康で豊かな生活を送ることができるよう、性差などを踏まえ

た心身及び健康についての情報提供、ライフステージに応じた健康の保持増進のため、相談機能の充実

や、市民の健康づくりの支援に取り組みます。 

 

事業内容 担当課 

こどもの発達・心理支援事業の実施 福祉課 

健康と性に関する学習機会の提供 
学校教育課 

生涯学習課 

特定健康診査・特定保健指導の充実 
市民課 

健康高齢者支援課 

妊娠から子育てまでの切れ目ない支援 
子育て支援課 

健康高齢者支援課 

民生児童委員、母子自立支援員による母子福祉等の相談機能の充実 
福祉課 

子育て支援課 

心身の健康に関する相談窓口の周知・充実 健康高齢者支援課 

 

 

②さまざまな困難を抱える人への支援の充実 

 ひとり親家庭や高齢者、障がい者及びその家族が住み慣れた地域の中で安心して暮らし続けられるよ

うきめ細やかな福祉サービスの充実を図ります。 

また、LGBT 等性的マイノリティについての正しい理解を広め、多様性を尊重し、共生していくこと

ができる環境づくりを推進していきます。 

 

事業内容 担当課 

ひとり親家庭等医療費の拡充 子育て支援課 

障がい者保健福祉サービスの充実 福祉課 

高齢者見守り事業の実施 健康高齢者支援課 

介護・医療等総合相談事業の実施 健康高齢者支援課 

家族介護支援事業の実施 健康高齢者支援課 

介護予防・認知症予防対策の推進 健康高齢者支援課 

ＬＧＢＴ等性的マイノリティについての理解促進 企画政策課 
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第４章 プランの推進
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１ 推進体制の整備・充実 

 本プランを推進するためには、行政をはじめ、市民、地域団体、市民活動団体、事業者等がプランに対

する理解を深め、あらゆる分野で取り組んでいく必要があります。 

 庁内においては、プランの実行に際して各課が情報の共有と連携を図り、職員一人ひとりが男女共同

参画の視点に立って、総合的かつ計画的に施策を推進します。 

 

 

２ 市民との共創と協働によるプランの推進 

 男女共同参画社会の形成は、市民と行政との共創と協働により進めることが不可欠です。市民一人ひ

とりが男女共同参画への正しい認識をもつための啓発活動を進めるとともに、市民や地域団体、市民活

動団体、事業者等とともに取組を進めることが重要です。積極的な市民の参画を期待するとともに、さま

ざまな分野で活躍する企業や団体がともに男女共同参画に関する意見や情報を交換し合い、「千葉県男女

共同参画地域推進員」や「いすみ男女共同参画プラン推進懇話会」など関係機関と連携し、プランの推進

を図ります。 

 

 

３ 国・県等関係機関との連携 

男女共同参画社会の形成に向けた取組は、国際的な動き、国や県の動きと連動しながら進める必要があ

ります。このため、国・県、近隣自治体等関係機関との連携を強化し、広域的な視点に立った計画の推進

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

  

プランの推進 第４章 

千葉県男女共同参画地域推進員 

 千葉県男女共同参画地域推進員は、男女共同参画をはじめとする委員をされてい

る方やさまざまな地域貢献活動等をされている方の中から適任の方を市町村が推薦

し、県知事の委嘱を受けた者であり、地域において県や市町村とのパイプ役とな

り、男女共同参画を推進する活動をしています。 
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【調査目的】 

いすみ市における家庭生活、男女の役割と平等意識、社会参加、少子・高齢者などのさまざまな面にお

ける市民の意識を把握し、計画づくりの基礎資料とするため。 

 

【調査対象】 

 20 歳以上の市民の中から 1,500 人を無作為抽出（基準日：令和３年４月１日現在） 

 

【実施時期】 

 令和３年７月１日（木）～令和３年７月 30 日（金） 

 

【調査方法】 

 郵便でアンケート調査票、返信用封筒及びインターネット回答用の URL を配布し、以下のいずれか

の方法を選択していただき、無記名回答により実施。 

①郵送調査法：アンケート調査票に直接回答を記入し、返送 

②インターネット調査法：URL から WEB ページにアクセスし、回答 

 

【回答数】 

配付数 回収数 回収率 

1,500 673 44.86％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●結果の留意事項 

①集計結果は、すべて小数点以下第２位を四捨五入したため、構成比（％）の合計が

100.0％にならないことがあります。 

②１人の対象者に複数の回答を認めた設問では、内訳の合計が 100.0％を超えることが 

あります。 

男女共同参画に関する市民アンケート調査結果（概要） 

 

１ 男女共同参画に関する市民アンケート調査結果 

 

１ 男女共同参画に関する市民アンケート調査結果 

 

１ 男女共同参画に関する市民アンケート調査結果 



 

32 

 

回答者自身のことについて   

 ①性別                    ②年齢 

                          

③居住地域                   ④配偶者の有無 

 

⑤就業の形態（既婚者のみ）           ⑥世帯構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男

46.2%

女

53.8%

20歳代

16.2%

30歳代

18.9%

40歳代

16.8%

50歳代

20.2%

60歳以上

27.8%

無回答

0.1%

夷隅

21.1%

大原

44.3%

岬

34.5%

無回答

0.1%

未婚

29.7%

既婚

60.8%

離婚又は死別

9.5%

共働き

66.3%

夫婦のうち

どちらかが

働いている

22.0%

夫婦とも無職

11.5%

無回答

0.2%
一人暮らし

7.4%

夫婦のみ

15.9%

２世代家族

(子どもと)

28.2%

２世代家族

(親と）

28.8%

３世代家族

16.9%

その他

1.5%

無回答

1.2%
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⑦子どもの有無                  ⑧一番下の子どもの年齢 

 

⑨職業 

 

  

勤め人

（正社員・正職員）

41.6%

勤め人（パート・

アルバイト）

21.8%

無職

12.9%

専業主婦（夫）

6.8%

1～4以外の自由業

4.3%

商工サービス業の

自営業主 3.6%

学生2.8%

農林漁業の

自営業主 2.4%

商工サービス業

の家族従事者

1.9%

農林漁業の

家族従事者 1.0%

無回答

0.4%

その他

0.3%

いる

62.1%

いない

37.4%

無回答

0.4%

乳幼児

16.5%

小学生

11.7%

中学生

4.5%

高校生

5.7%

大学生等

5.7%

有職者等

51.0%

その他

3.1%

無回答

1.7%
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（設置） 

第１条 いすみ市における男女共同参画プランに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、いすみ男

女共同参画プラン推進懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 懇話会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 男女共同参画計画プランの施策に関すること。 

(２) その他男女共同参画プランの推進に関すること。 

（組織） 

第３条 懇話会は、10人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 市議会議員 ２人 

(２) 学識経験者 ２人 

(３) いすみ市男女共同参画地域推進員 ３人 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める関係団体の代表者 ３人 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 懇話会に会長及び副会長それぞれ１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 懇話会の会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、委員が委嘱された後最初に招集される会議

は、市長がこれを招集する。 

２ 懇話会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を求めることが

できる。 

（庶務） 

第７条 懇話会の庶務は、企画政策課において処理する。 

（委任） 

第８条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

  

いすみ男女共同参画プラン推進懇話会設置要綱 

 

２ いすみ男女共同参画プラン推進懇話会設置要綱 

 

２ いすみ男女共同参画プラン推進懇話会設置要綱 

 

２ いすみ男女共同参画プラン推進懇話会設置要綱 
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区分 氏名 役職等 

市議会議員 

山口 朋子 市議会議員 

黒須 美智雄 市議会議員 

学識経験者 

沼 敏章 古沢郵便局長 

元吉 正昭 元公立学校長 

男女共同参画 

地域推進員 

加藤 惠子 元公立学校教諭 

田上 敦 元公立学校長 

田中 道子 元市立保育所長 

関係諸団体の 

代表者 

坂間 範子 いすみ市女性の会連絡協議会 

福田 和美 社会教育委員 

牧野 早苗 いすみ市商工会女性の会 

いすみ男女共同参画プラン推進懇話会委員名簿 

 

３ いすみ男女共同参画プラン推進懇話会委員名簿 

 

３ いすみ男女共同参画プラン推進懇話会委員名簿 

 

３ いすみ男女共同参画プラン推進懇話会委員名簿 
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平成 11 年 6 月 23 日号外法律第 78 号 

 最終改正：平成 11 年 12 月 22 日号外法律第 160 号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則 
 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等が

うたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会にお

ける取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の

努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社

会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにそ

の人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の

実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一

世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあら

ゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らか

にしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国

民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に

推進するため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情

勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの

緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念

を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにす

るとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基

本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を

総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員と

して、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、

共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格

差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか

一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が

重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けない

こと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること

その他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなけ

ればならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制

度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男

女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼ

すことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となる

おそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男

女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限

り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成

員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団

体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確

保されることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相

互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の

家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円

滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるよ

うにすることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組

と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会

の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の

形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善

措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務

を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社

会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のそ

の地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施

する責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆ

る分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形

成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置

を講じなければならない。 

男女共同参画社会基本法 

 

４ 男女共同参画社会基本法 

 

４ 男女共同参画社会基本法 

 

４ 男女共同参画社会基本法 
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（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状

況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の

状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提

出しなければならない。 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形

成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」

という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるも

のとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共

同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければなら

ない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったとき

は、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならな

い。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用

する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該

都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参

画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画

計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市

町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなけれ

ばならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町

村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっ

ては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理

念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと

認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及

び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成

を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害

者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会

の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推

進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促

進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女

共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進

を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社会の

形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その

他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）

を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する

事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の

諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると

認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を

述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画

社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めると

きは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べるこ

と。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織す

る。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 
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２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が

指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者の

うちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分

の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数

は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはなら

ない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。た

だし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要がある

と認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必

要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な

協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認

めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協

力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員そ

の他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、

廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法

（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定により置かれ

た男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置か

れた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定

により任命された男女共同参画審議会の委員である者は、この

法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の

委員として任命されたものとみなす。この場合において、その

任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定に

かかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定

により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の

残任期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定

により定められた男女共同参画審議会の会長である者又は同

条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、

この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会

の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の

会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。 

（総理府設置法の一部改正） 

第四条 総理府設置法（昭和二十四年法律第百二十七号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成一一年七月一六日法律第一〇二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年

法律第八十八号）の施行の日〔平成一三年一月六日〕から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 〔略〕 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三

条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前

の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者（任

期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の

職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その

日に満了する。 

一～十 〔略〕 

十一 男女共同参画審議会 

十二～五十八 〔略〕 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律

の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

附 則〔平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一

月六日から施行する。〔後略〕 
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平成 27 年 9 月 4 日号外法律第 64 号 

最終改正：令和 1 年 6 月 5 日号外法律第 24 号 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第二十条・第

二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援

措置（第二十二条―第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、

又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職

業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における

活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同

参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にの

っとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基

本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明

らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、

女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等に

ついて定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速

かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急

速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済

情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現すること

を目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活におけ

る活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によっ

て職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育

訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関す

る機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による

固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職

業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性

と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われ

なければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性

が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事

由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生

活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成

する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下

に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の

一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動

を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家

庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨とし

て、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職

業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべ

きものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活に

おける活躍の推進についての基本原則（次条及び第五条第一項

において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実

施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用

しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積

極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に

資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又

は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策に協力しなければならない。 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における

活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、

女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下

「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方

向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関す

る次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措

置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境

の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍

を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったとき

は、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

 

５ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

 

５ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

 

５ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 
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（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域

内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策

についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」と

いう。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められていると

きは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当該市町

村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」と

いう。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計

画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的か

つ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次

条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一項

に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計

画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画

策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、

事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容

に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計

画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」

という。）であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超え

るものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動

計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生

労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なけれ

ばならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施

により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、

又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところに

より、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続

勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に

占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職

業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活に

おける活躍を推進するために改善すべき事情について分析し

た上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。

この場合において、前項第二号の目標については、採用する労

働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の

縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性

労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければな

らない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、こ

れを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、こ

れを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づ

く取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた

目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下

のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動

計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大

臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したとき

も、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動

計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四項から

第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主

行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用す

る。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届

出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定め

るところにより、当該事業主について、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優

良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適

合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」

という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務

の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働

省令で定めるもの（次項及び第十四条第一項において「商品等」

という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の

表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれ

かに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、

厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女
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性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事

業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当

該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用

の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する

法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する

業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）

第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、

当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施

の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができ

る。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般

事業主」という。）については、第八条第一項及び第七項の規定

は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、

毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定め

る表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のい

ずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことがで

きる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めると

き。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表

をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく

命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般

事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のもの

をいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小

事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする

場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しよ

うとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）

第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小

事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業

協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立され

た組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるも

の又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員と

するもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）

のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保

に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づい

て、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚

生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものを

いう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準

に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すこ

とができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しよう

とするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、

募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生

労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければなら

ない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出

があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第

五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、

第四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第

五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規

定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法

第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集

に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三

項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に

規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場

合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おう

とする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律第十六条第四項の規定による届出をして労働者の

募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当

該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期

間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適

用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは

「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする

者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二

条の三中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年

法律第六十四号）第十六条第四項の規定による届出をして労働

者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談

及び援助の実施状況について報告を求めることができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をし

て労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用

情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これら

に基づき当該募集の内容又は方法について指導することによ

り、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般

事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれらの

規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計

画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計

画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助

の実施に努めるものとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの
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職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」という。）は、政

令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、

特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この

条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施

により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しよう

とするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員

に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時

間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その

他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍

に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進す

るために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘

案して、これを定めなければならない。この場合において、前

項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の

割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管

理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を

用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じな

ければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に

基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施する

とともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよ

う努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女

性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活

における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなけ

ればならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職

業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資

する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定め

るところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職

業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか

一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職

業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、

その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関

する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活

に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資す

る勤務環境の整備に関する実績 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、

職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するた

め、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機

関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、

その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令

で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務

に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する

地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置そ

の他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資する

ため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法

律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）

の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、

認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活

における活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項に

おいて「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その

他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受

注の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努める

ものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活

躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力

を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に資するよう、国内外における女性の職業生活における活

躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行

うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活に
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おける活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方公

共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、

第二十二条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二

項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他

の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用す

ることにより、当該区域において女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにす

るため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」と

いう。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内に

おいて第二十二条第三項の規定による事務の委託がされてい

る場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加え

るものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、

協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項におい

て「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることにより、女

性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係

機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議

を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令

で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事

していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると

認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主又は認定一

般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規

定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若し

くは勧告をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による公表

をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一

般事業主又は第二十条第二項に規定する情報に関し虚偽の公

表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である

第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による

勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わな

かったときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、

第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、

厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働

局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のた

め必要な事項は、政令で定める。 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十

一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者

の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲

役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲

役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募

集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条

第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条

又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下

の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を含

む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第

一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第

二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しく

は忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳

述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条

第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十四条、

第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第

七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）及び第六章（第三

十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八

年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力

を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事してい

た者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第四項

の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわら

ず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 
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３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た

秘密については、第二十八条の規定（同条に係る罰則を含む。）

は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお

その効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、

この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後

も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、

この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、

この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとする。 

（社会保険労務士法の一部改正） 

第五条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一

部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（内閣府設置法の一部改正） 

第六条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次

のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二九年三月三一日法律第一四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正

規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 

二・三 〔略〕 

四 〔前略〕附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第

二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条

（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成三十年一月一日 

五 〔略〕 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあって

は、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に

伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則〔令和元年六月五日法律第二四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲

内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

〔令和元年一二月政令一七四号により、令和二・六・

一から施行〕 

一 〔前略〕附則第六条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範

囲内において政令で定める日 

〔令和元年一二月政令一七四号により、令和四・四・

一から施行〕 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して

必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、

この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加

え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。 
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平成 13 年 4 月 13 日法律第 31 号 

最終改正：令和 1 年 6 月 26 日号外法律第 46 号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・

第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等が

うたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われて

いる。ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む

重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも

十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、

多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配

偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現

の妨げとなっている。このような状況を改善し、人権の擁護と男

女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害

者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、

女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取

組にも沿うものである。ここに、配偶者からの暴力に係る通報、

相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定す

る。 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者か

らの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命

又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに

準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十

八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。）をい

い、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を

含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受け

た者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚

姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものと

する。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止すると

ともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護

を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生

労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主務大臣」と

いう。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及

び第三項において「基本方針」という。）を定めなければならな

い。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の

都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指針と

なるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本

的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとする

ときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければなら

ない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県にお

ける配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県

基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本

的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、か

つ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関

する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」と

いう。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計

画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画

又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援助

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法） 

 

６ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法） 

 

６ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法） 

 

６ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法） 
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を行うよう努めなければならない。 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他

の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セン

ターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該

各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たす

ようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又

は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学

的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被

害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第五条、第八条

の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の確

保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促

進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情

報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行う

こと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提

供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提

供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚

生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとす

る。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たって

は、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとす

る。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行う

ことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行う

ことができる。 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの

身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）を受け

ている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センタ

ー又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶

者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められ

る者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター

又は警察官に通報することができる。この場合において、その

者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その

他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により通報

することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶

者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められ

る者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援セ

ンター等の利用について、その有する情報を提供するよう努め

なければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又

は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第三条

第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務

の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受

けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われてい

ると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）、

警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の

法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他

の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の

所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。第

十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの

暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら

防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相

当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対

し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自

ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による

被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定め

る福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」という。）

は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法

（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定め

るところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務

所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関その他

の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な

保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努

めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務

の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切か

つ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知し
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てする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に

限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対す

る暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる

身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後

に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ

っては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対す

る暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者

からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては

配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対

する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続

き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その

生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁

判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加

えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体

に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに

第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事

項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項について

は、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を

共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居

（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以

下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身

辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常

所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に

生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居

の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による

命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定に

よる命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日ま

での間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もして

はならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又

はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除

き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信

し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時まで

の間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又

は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催さ

せるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置

くこと。 

八 その性的羞（しゆう）恥心を害する事項を告げ、若しくは

その知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文

書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に

置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達

しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三号に

おいて単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶

者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っているこ

とその他の事情があることから被害者がその同居している子

に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止

するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定によ

る命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てに

より、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規

定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する

日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校

その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子

の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をは

いかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該

子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族

その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害

者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下

この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」

という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行

っていることその他の事情があることから被害者がその親族

等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防

止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定に

よる命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられることを防止する

ため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の

規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過す

る日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他

の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族

等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいか

いしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除

く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が十五歳未

満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理

人の同意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、

相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れない

ときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる

地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下
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「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を記載した

書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫

を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの

生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に

対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるお

それが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあ

っては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面

会することを余儀なくされることを防止するため当該命令

を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における

事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあ

っては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会するこ

とを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する

必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、

前各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保

護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲

げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の

所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニ

までに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、同項第

一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を

記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五

十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければなら

ない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、

速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことがで

きる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。

ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を

達することができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の

記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援セン

ター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若

しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置

の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合に

おいて、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の

長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力

相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相談

を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、

同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明

を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さな

ければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合

には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭

した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、そ

の効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨

及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監又

は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支

援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求め

た事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項

第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所

書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当

該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当

該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが

二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、

又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相

談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗

告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因と

なることが明らかな事情があることにつき疎明があったとき

に限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁

判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずるこ

とができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、

この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効

力の停止を命ずる場合において、同条第二項から第四項までの

規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令

の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てること

ができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消

す場合において、同条第二項から第四項までの規定による命令

が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消

さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、

第三項若しくは第四項の規定によりその効力の停止を命じた

とき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官

は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴

力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁

判所が保護命令を取り消した場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てを

した者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消さな

ければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項ま
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での規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力

を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一

項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じ

た日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令

を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てを

した者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令

を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す場合

について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合につ

いて準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後

に当該発せられた命令の申立ての理由となった身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号

の規定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、

配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとす

る被害者がその責めに帰することのできない事由により当該

発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過す

る日までに当該住居からの転居を完了することができないこ

とその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると

認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとす

る。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に

特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しない

ことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用につ

いては、同条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」

とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第

十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる

事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十

八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第

四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に

掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書

記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本

若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を

請求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令

の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期

日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるま

での間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内

に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うことがで

きない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局

又はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八

条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の認

証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令

に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟

法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手

続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判

等に職務上関係のある者（次項において「職務関係者」という。）

は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置か

れている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わ

ずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保

持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、

配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要

な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に

関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるもの

とする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方

法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調

査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質

の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必

要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなけれ

ばならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦

人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一

時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準

を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談

員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会

福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含

む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が

行う業務に要する費用を支弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条

第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二

号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとす

る。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分

の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、

同項第三号及び第四号に掲げるもの 
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二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、

生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類す

る共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相

手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等

をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受け

た後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関

係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）

及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、

これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十八条

の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力

を受けた者をいう。以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶者であ

った者 

同条に規定する関係にある相手又は同条に規定する関係にあ

る相手であった者 

第十条第一項から第四項まで、第十一条

第二項第二号、第十二条第一項第一号か

ら第四号まで及び第十八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手 

第十条第一項 離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解消した場合 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条

第一項から第四項までの規定によるものを含む。次条において

同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二において読み

替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二において準用

する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のあ

る申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過

料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日か

ら施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴力相談支援セ

ンターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談

支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条

の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者

が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助若

しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令

の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第

十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規

定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談

所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目

途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、

その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

第四条 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成一六年六月二日法律第六四号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日か

ら施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（次項におい

て「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同

条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例に

よる。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命

令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であって

生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とする

この法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二

号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされる

ものに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規

定の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週間」と

する。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途と

して、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果

に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則〔平成一九年七月一一日法律第一一三号〕 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日か

ら施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条の規

定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する

事件については、なお従前の例による。 

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

第三条 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二五年七月三日法律第七二号〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施

行する。 

（銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正） 

２ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

３ 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二六年四月二三日法律第二八号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

一 〔前略〕附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第

十九条の規定 公布の日 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二

条及び第十五条から第十八条までの規定 平成二十六年十

月一日 

三 〔略〕 

（政令への委任） 

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴

い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則〔令和元年六月二六日法律第四六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の日 

二・三 〔略〕 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必

要な経過措置は、政令で定める。 

〔検討等〕 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を

目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律第六条第一項及び第二項の通報の対象となる同条第一項

に規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項

から第四項までの規定による命令の申立てをすることができ

る同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大について検討を

加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途

に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第

一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会

における更生のための指導及び支援の在り方について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする 
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年 世界 日本 千葉県 

1975 

(昭和 50) 

・国際婦人年（目標：平等、開発、平和） 

・国際婦人年世界会議（メキシコシテ

ィ）「世界行動計画」採択 

・婦人問題企画推進本部設置 

・婦人問題企画推進本部に参与設置 

・婦人問題企画推進本部会議開催 

 

1977 

(昭和 52) 

 ・「国内行動計画」策定 

・国立婦人教育会館オープン 

・千葉県婦人問題行政連絡協議会設置 

1978 

(昭和 53) 

  ・「青少年課」を「青少年婦人課」に改

組し婦人班を設置 

1979 

(昭和 54) 

・国連第 34 回総会「女子差別撤廃条約」

採択 

 ・各支庁に婦人問題担当窓口を設置 

1980 

(昭和 55) 

・「国連婦人の十年」中間年世界会議（コ

ペンハーゲン）「国連婦人の十年後半期

行動プログラム」採択 

 ・婦人広報誌「ちばの婦人」創刊 

1981 

(昭和 56) 

 ・「国内行動計画後期重点目標」策定 ・「千葉県婦人施策推進総合計画」策定 

・千葉県青少年婦人会館開設 

1982 

(昭和 57) 

  ・婦人問題推進のつどい開催 

1983 

(昭和 58) 

  ・女性管理能力養成講座開設 

1984 

(昭和 59) 

・「国連婦人の十年」ESCAP 地域政府間

準備会議開催（東京） 

  

1985 

(昭和 60) 

・「国連婦人の十年」ナイロビ世界会議 

（西暦 2000 年に向けての）「婦人の地

位向上のためのナイロビ将来戦略」採択 

・「国籍法」改正、施行 

・「男女雇用機会均等法」公布 

・「女子差別撤廃条例」批准 

・「婦人問題に関する意識調査」実施 

・千葉県婦人問題懇話会設置 

 

1986 

(昭和 61) 

 ・「男女雇用機会均等法」施行 

・婦人問題企画推進本部拡充：構成を全

省庁に拡大、任務も拡充 

・婦人問題企画推進有識者会議開催 

・婦人フォーラム県大会開催 

・「千葉県婦人計画」策定 

・婦人の海外派遣（婦人のつばさ）実施 

1987 

(昭和 62) 

 ・「西暦 2000 年に向けての新国内行動

計画」策定 

・婦人問題企画推進本部参与拡充 

 

1988 

(昭和 63) 

  ・国際婦人フォーラム開催 

1989 

(平成１) 

 ・学習指導要領の改訂（高等学校家庭科

の男女必修等） 

・「婦人問題に関する意識調査」実施 

1990 

(平成２) 

 

・国連婦人の地位委員会拡大会期 

・国連経済社会理事会 

「婦人の地位向上のためのナイロビ将

来戦略に関する第１回見直しと評価に

伴う勧告及び結論」採択 

 ・「青少年婦人課」に「婦人政策室」設

置 

1991 

(平成３) 

 

 ・「西暦 2000 年に向けての新国内行動

計画（第１次改定）」策定 

・「育児休業法」公布 

・「さわやかちば女性プラン」策定 

1992 

(平成４) 

 ・「育児休業法」施行 ・「青少年婦人課婦人政策室」を「青少

年女性課女性政策室」と変更 

1993 

(平成５) 

 

・「世界人権会議」（ウィーン）を開催 

・国連第 48 回総会「女性に対する暴力

撤廃宣言」採択 

 ・千葉県女性白書「ちば女性のすがた」

発刊 

・「男女共同参加型社会に向けての県民

意識調査」実施 

1994 

(平成６) 

・「国際人口・開発会議」（カイロ）開催 ・男女共同参画室、男女共同参画審議

会、男女共同参画推進本部設置 

（婦人問題企画推進本部を改組） 

 

世界・国・千葉県の男女共同参画の動き 

 

７ 世界・国・千葉県の男女共同参画の動き 

 

７ 世界・国・千葉県の男女共同参画の動き 

 

７ 世界・国・千葉県の男女共同参画の動き 
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年 世界 日本 千葉県 

1995 

(平成７) 

・「第４回世界女性会議」（北京）開催 

・「北京宣言及び行動綱領」採択 

・「育児休業法」改正（介護休業制度の

法制化）、「育児・介護休業法」公布 

・第４回世界女性会議（NGO フォーラ

ム）派遣事業実施 

1996 

(平成８) 

 

 ・「男女共同参画ビジョン」答申 

・「男女共同参画推進連携会議（えがり

てネットワーク）」発足 

・「男女共同参画 2000 年プラン」策定 

・「ちば新時代女性プラン」策定 

・千葉県女性センター開設 

1997 

(平成９) 

 ・「男女共同参画審議会設置法」施行 

・「男女雇用機会均等法」改正 

 

1998 

(平成 10) 

 ・男女共同参画審議会「男女共同参画社

会基本法について」答申 

・「男女共同参画社会の実現に向けての

県民意識調査」実施 

1999 

(平成 11) 

・ESCAP ハイレベル政府間会議（バン

コク） 

・「（改正）男女雇用機会均等法」施行 

・「（改正）育児・介護休業法」施行 

・「女性に対する暴力のない社会をめざ

して」答申 

・「男女共同参画社会基本法」公布・施

行 

 

2000 

(平成 12) 

・国連特別総会「女性 2000 年会議」（ニ

ューヨーク）開催 

・ミレニアム開発目標（MDGs）設定（目

標３：ジェンダー平等推進と女性の地位

向上） 

・男女共同参画審議会「女性に対する暴

力に関する基本的方策」答申 

・男女共同参画審議会「男女共同参画基

本計画策定にあたっての基本的な考え

方」答申 

・「ストーカー規制法」公布、施行 

・「男女共同参画基本計画（第１次）」策

定 

・「千葉県女性施策推進懇話会」を「千

葉県男女共同参画推進懇話会」へ改称 

・「青少年女性課女性政策室」から「男

女共同参画課」へ改組 

2001 

(平成 13) 

 ・男女共同参画局、男女共同参画会議設

置 

・「ＤＶ防止法」公布、施行 

・「千葉県男女共同参画計画」策定 

2002 

(平成 14) 

 ・「（改正）育児・介護休業法」施行 ・千葉県女性サポートセンター開設 

・男女共同参画課内にＤＶ対策担当チ

ームを設置 

2003 

(平成 15) 

 ・男女共同参画推進本部「女性のチャレ

ンジ支援策の推進について」決定 

・「少子化社会対策基本法」公布、施行 

・「次世代育成支援対策推進法」公布、

施行 

 

2004 

(平成 16) 

 ・「ＤＶ防止法」改正、施行及び同法に

基づく基本方針の策定 

・「男女共同参画社会の実現に向けての

県民意識調査」の実施 

2005 

(平成 17) 

・第 49 回国連婦人の地位委員会（「北京

+10」閣僚級会合）（ニューヨーク） 

・「（改正）育児・介護休業法」施行 

・男女共同参画会議「男女共同参画社会

の形成促進に関する施策の基本的な方

向について」答申 

・「男女共同参画基本計画（第２次）」策

定 

・「女性の再チャレンジ支援プラン」策

定 

 

2006 

(平成 18) 

・第１回東アジア男女共同参画担当大

臣会合の開催（東京） 

・「男女雇用機会均等法」改正 ・「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計

画」策定 

・ちば県民共生センター・同東葛飾セン

ター開設 

・「千葉県男女共同参画計画（第２次）」

策定 

2007 

(平成 19) 

・第２回東アジア男女共同参画担当大

臣会合の開催（ニューデリー） 

・「（改正）男女雇用機会均等法」施行 

・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」及び「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」策定 

・ＤＶ防止法」改正 

・「千葉県男女共同参画推進連携会議」

発足 
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年 世界 日本 千葉県 

2008 

(平成 20) 

 ・「（改正）ＤＶ防止法」施行 

・厚生労働省「新待機児童ゼロ作戦」決

定 

・「次世代育成支援対策推進法」改正 

 

2009 

(平成 21) 

・第３回東アジア男女共同参画担当大

臣会合の開催（ソウル） 

・「（改正）次世代育児支援対策推進法」

施行 

・「育児・介護休業法」改正 

・「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計

画（第２次）」策定 

・「男女共同参画社会の実現に向けての

県民意識調査」実施 

・千葉県女性サポートセンター改築 

2010 

(平成 22) 

・第 54 回国連婦人の地位委員会（「北京

+15」記念会合）（ニューヨーク） 

・「仕事と生活の調和（WLB）憲章」及

び「仕事と生活の調和推進のための行動

指針」改定 

・「男女共同参画基本計画（第３次）」策

定 

 

2011 

(平成 23) 

・ジェンダー平等と女性のエンパワー

メントのための国連機関（UN Women）

正式発足 

・第４回東アジア男女共同参画担当大

臣会合の開催（シェムリアップ） 

 ・「千葉県男女共同参画計画（第３次）」

策定 

2012 

(平成 24) 

・第 56 回国連婦人の地位委員会「自然

災害におけるジェンダー平等と女性の

エンパワーメント」決議案採択 

・「『女性の活躍推進による経済活性化』

行動計画」策定 

・「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計

画（第３次）」策定 

2013 

(平成 25) 

・第５回東アジア男女共同参画担当大

臣会合の開催（北京） 

・「日本再興戦略」の中核に「女性の活

躍推進」を位置づけ 

・「ＤＶ防止法」改正 

 

2014 

(平成 26) 

・第 58 回国連婦人の地位委員会「自然

災害におけるジェンダー平等と女性の

エンパワーメント」決議案採択 

・「(改正)ＤＶ防止法」施行 

・「日本再興戦略」改訂 2014 に「『女性

が輝く社会』の実現」が掲げられる 

 

2015 

(平成 27) 

・第 59 回国連婦人の地位委員会（「北京

+20」記念会合）（ニューヨーク） 

・「持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ」（SDGs）採択（目標５：ジェン

ダー平等を達成し、すべての女性及び女

児の能力強化を行う） 

・「女性活躍加速のための重点方針

2015」策定 

・「女性活躍推進法」公布、施行 

・「男女共同参画基本計画（第４次）」策

定 

 

2016 

(平成 28) 

・Ｇ７伊勢・志摩サミット「女性の能力

開花のためのＧ７行動指針」及び「女性

の理系キャリア促進のためのイニシア

ティブ（WINDS）」に合意 

・「男女雇用機会均等法」改正 

・「育児・介護休業法」改正 

・「千葉県男女共同参画計画（第４次）」

策定 

2017 

(平成 29) 

 ・「(改正)男女雇用機会均等法」施行 

・「（改正）育児・介護休業法」施行 

・「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計

画（第４次）」策定 

2018 

(平成 30) 

 ・「政治分野における男女共同参画の推

進に関する法律」公布・施行 

・千葉県男女共同参画センター移転 

2019 

(令和１) 

・Ｗ20 日本開催（国際女性会議ＷＡＷ！

と同時開催） 

・「女性活躍推進法」改正 

・「ＤＶ防止法」改正 

・「男女共同参画社会実現に向けての県

民意識調査」を実施 

2020 

(令和２) 

・第 64 回国連女性の地位委員会（「北京

+25」）（ニューヨーク） 

・「（改正）女性活躍推進法」施行 

・「（改正）ＤＶ防止法」施行 

・「男女共同参画基本計画（第５次）」策

定 

 

2021 

(令和 3) 

  ・「千葉県男女共同参画計画（第５次）」

策定 
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[あ] 

アンコンシャス・バイアス 

 人が気づかないうちに持つようになった偏った見方や考え方のこと。「普通は〇〇だ」「こうあるべきだ」「どうせムリだ」

というような決めつけや押しつけが一例として挙げられる。アンコンシャス・バイアスの存在が、意思決定や評価に影響

を与えることが指摘されている。 

 

育児・介護休業法 

 正式名は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。育児や家族介護を行う労働者の

仕事と家庭の両立支援のために定められた法律。労働者が申し出をすることによって、育児休業・介護休業や子の看護休

暇等の申出でしたこと、あるいは取得したことを理由とする解雇、その他不利益な取り扱いも禁止されている。 

 

SNS 

 ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略称。インターネットを介して登録された利用者同士が交流できるウェブ

サイトの会員制サービスの総称で、個人と個人を結ぶことを目的とした社会的なネットワークのこと。 

 

SDGs（Sustainable Development Goals）／持続可能な開発目標 

 2015 年９月の国連サミットで全会一致で採択された国際目標。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のあ

る社会の実現のため、2030 年を年限とする 17 のゴール・169 のターゲットから構成されている。 

 

Ｍ字カーブ 

 日本の女性の労働力率※年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山になって、

アルファベットの M のような形になることをいう。これは、結婚や出産を機に離職する女性が多く、子育てが一段落する

と再び就労するという特徴があるため。 

※「労働力率」：15 歳以上人口に占める労働力人口（15 歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者（就業していないが、就

職活動をしている失業者）の合計）の割合。 

 

LGBT 

 Ｌ＝レズビアン：女性として女性が好きになる人、Ｇ＝ゲイ：男性として男性が好きな人、Ｂ＝バイセクシュアル：性

別にかかわらず恋愛対象になる人、Ｔ＝トランスジェンダー：生まれたときに割り当てられた性別とは異なる性別を生き

る人（性同一性障がい（性別不合）を含む）の頭文字をまとめたもので、性的マイノリティ（典型的とされていない性自

認※1 や性的指向※2 を持つものをいう。）の総称の一つ。 
※1「性自認」：自分が認識している性別 

※2「性的指向」：恋愛感情などがどの性別に向いているか 

 

[か] 

固定的性別役割分担 

 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、「男は仕事、女は家庭」「男

性は主要な業務・女性は補助的業務」のように、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のこ

と。 

 

 

 

用語解説（五十音順） 
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[さ] 

ジェンダー 

 「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別（セックス／sex）がある。一方、

社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社

会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／gender）という。 

 

 

ジェンダー・ギャップ指数 

 世界経済フォーラムが各国内の男女間の格差を数値化しランク付けしたもので、経済分野、教育分野、政治分野及び健

康分野のデータから算出される。男女格差を明らかにできる。 

 

事業主行動計画 

 次世代育成支援対策推進法に基づき、事業主が従業員の仕事と家庭の両立に関して講じる措置の内容を記載した計画。

従業員 100 人を超える事業所は計画の策定が義務づけられている。企業を一般事業主、国、地方公共団体を特定事業主と

いう。 

 

女性活躍推進法（平成 27（2015）年 公布） 

 正式名は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」。女性の職業生活における活躍の推進について、その基

本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策

定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めている法律。 

 

性的マイノリティ 

「同性愛者」「両性愛者」や、出生時に割り当てられた性別とは異なる性別を生きる人など、典型的ではない性自認や性

的指向を持つ人々の総称。 

 

セクシュアルハラスメント 

 相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさの流布、衆目に触れる

場所へのわいせつな写真の掲示など、様々な態様のものが含まれる。 

 

[た] 

男女共同参画社会基本法（平成 11（1999）年 公布） 

「男女共同参画社会の実現を 21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と位置づけ、国の政策に関する基本方針を明

らかにするとともに、基本理念や国・地方公共団体・国民の責務、施策の基本となる事項などを定めている。 

 

男女雇用機会均等法（昭和 60（1985）年 公布） 

 正式名は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。労働者が性別により差別されるこ

となく能力を十分に発揮し、働く女性が母性を尊重されつつ充実した職業生活を営むことができるようにすることを基本

理念とした法律。性別を理由とする差別の禁止、間接差別の禁止、妊娠・出産などを理由とする不利益取扱いの禁止、セ

クシュアルハラスメント対策等が講じられている。 

 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

 配偶者や恋人など親密な関係にある人からの暴力のこと。殴る、蹴るといった身体的暴力だけでなく、心ない言動によ

って相手の心を傷つける精神的暴力、嫌がっているのに性的行為を強要するといった性的暴力、生活費を渡さない経済的

暴力なども含まれる。 
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ＤＶ防止法（平成 13（2001）年 公布） 

 正式名は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」。配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、

自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律。令和元年の一部改

正（令和２年４月１日施行）では、児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、児童

虐待と密接な関連があるとされるＤＶの被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連携・協力すべき関係機関として児

童相談所が法文上明確化された。また、その保護の適用対象として被害者の同伴家族が含まれることも明確になった。 

 

[は] 

パワーハラスメント 

 職場において、上位の立場の者が下位の立場に対して、精神的もしくは肉体的な苦痛を与えて、職場関係を悪化させる

行為。 

 

[ら] 

ライフステージ 

 人の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階のこと。 

 

 [わ] 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

 仕事と私生活を調和させ、そのどちらも充実させることで、お互いをもっとよくしていこうという考え方や、そのため

の取組のこと。仕事と生活の調和が実現した社会とは、『国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の

責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き

方が選択・実現できる社会』であると定義している。 
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